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【別 紙】 

令和８年度実施 茨城県公立学校教員選考試験実施要項 

[実習助手選考］ 

茨 城 県 教 育 委 員 会 

 

【１】 目  的 

    この試験は、茨城県公立学校実習助手の採用に当たっての選考資料を得るために実施します。 

 

【２】 採用予定区分・人数 

区分 高等学校 特別支援学校 

採用 

予定 

人数 

約３名 

農業系 １名  工業系 １名  水産系 １名 

約１名 

 

※ 採用予定人数については、一般選考及び障害者を対象とした選考を合わせた人数 

※ 勤務内容は、実験や実習（特別支援学校においては作業学習を含む）における教諭の補助 

 

【３】 受験資格 

 １ 一般選考（次の要件を全て満たす方） 

年齢等 
 昭和42年４月２日以降に出生した方 

 高等学校卒業以上の学歴を有する方、又は令和９年３月31日までに高等学校卒業見込みの方 

注 上記の資格を満たす場合であっても、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 16 条又は学校設置者等及び民間教育
保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第 69 号。以下「こども性暴力防
止法」という。）第２条第８項に規定する特定性犯罪事実該当者は、受験することができません。 

 

 ２ 障害者を対象とした選考（次の要件を全て満たす方） 

１ 受験資格 

次の(1)及び(2)の要件を全て満たす方で、(3)に掲げる手帳等の交付を受けている方（試験前日までに交付見込みの方を含

む。） 

 (1)  １ページ「【３】受験資格 １ 一般選考」の要件を満たす方 

 (2)  実習助手としての職務遂行が可能な方 

 (3)・身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が１級から６級までの方 

    ・都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳（注１）の交付を受けている方又は児童相談所、知的障害者

更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターにより知的障害者であることの判定書

の交付を受けている方 

    ・精神障害者保健福祉手帳（注２）の交付を受けている方 

（注１）手帳の名称については、交付している地方公共団体による独自の名称が付されている場合があります。ご自身の

手帳の種類が不明な場合は、交付元の地方公共団体の窓口で確認してください。 

（注２）精神障害者保健福祉手帳には有効期限があります。有効期限の更新手続には期間を要しますので、ご注意くださ

い。 

 

【４】 出願手続  

１ 出願方法 

  電子申請 

  ※ 県教育委員会ホームページに掲載される利用方法を確認し、申請してください。 

  ※ メールアドレスは事務連絡に使用しますので変更しないでください。メールアドレスを変更した場合は、 

３ページの「問合せ先」までメールで連絡してください。 

  ※ 障害者を対象とした選考で出願する方は、該当する手帳等の写しを提出してください。 

２ 出願期間 

  令和８年８月17日（月）午前９時から令和８年８月21日（金）午後５時まで 

  ※ 出願期間中は 24 時間出願できますが、保守点検作業等のためシステムを停止する場合があるほか、出 

願期間終了直前はシステムが混み合うおそれがありますので、余裕をもって出願してください。 

    なお、使用される機器や通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任は負いません。 

３ 出願上の留意点 

 (1)  障害又は身体等の事情により、受験の際、配慮を必要とする方は、電子申請時に、「受験上の配慮事項」欄に入力する

とともに３ページの「問合せ先」に相談してください。 

(2)  志願書に不備がある場合は、受け付けないことがあります。また、虚偽の記載をした者については、採用を取り消すこ

とがあります。 
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【５】 受験票の送付及び試験当日の携行品 

１ 受験票の送付 

  令和８年９月中旬頃、電子申請用のサイト（県教育委員会ホームページからリンク）から、受験票をダウンロードできる

ようになりますので、プリントアウトして試験日に持参してください。 

２ 試験当日の携行品 

 (1) 受験票 

 (2) 筆記用具 

 (3) 結果通知用封筒（角形２号 240mm×332mm） 

  ※ 140円切手を貼り、封筒の表面に郵便番号、住所（アパート名等も明記）、志願者氏名、受験番号を記入してください

（氏名の後に「様」を書き添えてください。）。また、封筒の表面の左下に、受験校種、職種、受験番号を記入して

ください。 

 (4) 上履き 

 (5) 昼食 

 

【６】 試験期日及び試験場、試験内容等 

１ 試験期日 

  令和８年９月27日（日） 

２ 試験場 

  県立水戸第一高等学校   水戸市三の丸3-10-1 

３ 日程及び試験内容 

 8:30～ 8:50      受    付 

 9:00～10:00（60分）  一般教養 

 10:10～11:10（60分）  作  文 

 12:00～                 個人面接 

(注) １ 試験場への自家用車の乗り入れや自家用車による送迎は禁止します。公共交通機関をご利用ください。 

   ２ 試験中は、ＩＣレコーダー、スマートフォンや携帯電話、タブレット端末等、録音・録画・通信・通話のできる電子

機器の使用を禁止します。 

４ 配点 

  一般教養（200点）、作文（200点）、個人面接（240点）の640点満点とします。 

  

【７】 選考基準及び選考試験結果の通知等 

１ 選考基準 

  総合得点の上位から、順次合格者を選ぶことを原則とします。ただし、｢一般教養」「作文」「個人面接」のうち一つでも

一定の基準に達しない方は不合格とします。 

２ 選考試験結果の通知 

  令和８年10月15日（木）（予定）に本人宛採用候補者名簿登載、非登載の別を通知するとともに、県教育委員会ホームペ

ージ上に掲載します。 

  なお、必要な試験を一部でも受験しなかった場合は、合否判定の対象とせず、選考結果は通知しません。 

 ※ 採用候補者名簿登載の有効期間は、原則として令和９年４月１日から令和10年３月31日までです。 

   なお、欠員の状況によっては、意向を確認した上で令和９年４月１日より前に採用する場合があります。 

 ※ 就職その他の事情で採用志願を取り消す場合は、辞退届を提出してください。 

３ 選考試験結果の情報提供について 

 (1) 採用候補者名簿非登載者には、選考結果の情報提供を行います。 

 (2) 採用候補者名簿非登載者の選考試験の順位及び得点合計、合格最低点を通知します。 

  

【８】 任期付教職員選考試験の併願 

１ 実施する職種及び募集人数 

採用種別 職種 備  考 募集人数 

任期付教職員 実習助手 

 令和８年度実施茨城県公立学校実習助手選考試験において、

採用候補者名簿に登載されなかった方のうち、成績優秀な方を

任期付教職員の候補者とする。 

必要数 

２ 出願方法 

 (1)  令和８年度実施茨城県公立学校実習助手選考試験に不合格となった方で、希望する方は、１年を超える育児休業を取

得する教員等の代替となる任期付教職員の候補者となることができます。 

 (2)  候補者となることを希望する方は、電子申請時に「任期付教職員の併願の有無」欄で「任期付教職員を併願する」を選

択してください。 

３ 試験内容 

  書類選考、筆記試験、面接 

   ※ 実習助手選考試験を受験した方は、全ての任期付教職員選考試験を免除します。 

  ＜注意＞任期付教職員として採用された場合でも、次年度以降の茨城県公立学校実習助手選考試験を受験することは可能

です。 
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【９】 給与 

給与は、各人の経歴等によって異なります。学校卒業直後に採用された場合の基本給と手当等の月額は次のとおりです。 

区 分 実習助手 

月 額 248,997円（高卒） 

※ このほか、県の規定に基づき住居手当等の生活関連手当や通勤手当などが支給されます（令和８年２月１日現在）。 

 

【10】 特記事項 

・ こども性暴力防止法が令和８年12月25日に施行されることから、特定性犯罪事実該当者ではないことを採用条件の１つと

します。 

・ 出願の際、誓書で特定性犯罪事実該当者でないことを確認します。 

・ 採用選考過程において、誓書や志願書等により、特定性犯罪前科の有無を確認します。 

・ こども性暴力防止法施行後に、こども性暴力防止法第４条第１項に基づき犯罪事実確認を実施します。 

※ 「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は「別紙 参照条文（特定性犯罪等）」をご確認ください。 

 

【11】 その他 

     採用候補者名簿登載及び採用内定の取消しについて 

     採用候補者名簿への登載後、重要な経歴の詐称や信用失墜行為等、教員としてふさわしくない行為が判明した場合は、採

用候補者名簿への登載及び採用内定を取り消すことがあります。 

 

 

 ＜問合せ先＞ 

  茨城県教育庁学校教育部教育改革課 採用担当 

  所 在 地：〒310-8588 水戸市笠原町 978 番６（茨城県庁 22 階） 

  電話番号：029-301-5208  E-mail：kyokai1@pref.ibaraki.lg.jp 
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電子申請について 
 

始める前に 
 

 

 ①「利用者登録」をしましょう。 
   まずは、「いばらき電子申請・届出サービス」への登録が必要です。 
   入力後の返信メールから利用者登録画面に進み、登録してください。 

   登録後、選考試験の出願ができるようになります。 
① ② 資料等を準備しよう。 
②   実施要項、教員免許状（既得者）、履歴が分かるもの（高校入学・卒業年月日、大学入学・卒業年月日、講師等開始・終  

③    了年月日）など 
 

 
 申込みをしよう。 

 
 

 ① 申込みサイトは、受験しようとする校種や職種によって窓口が異なります。 

  ・小学校教諭 
・中学校教諭 

    ・高等学校教諭 

    ・特別支援学校教諭 
  ・養護教諭、栄養教諭 
  ・高等学校及び特別支援学校実習助手 

 
   上記の職種をクリックして入力開始。 
   教員免許状の番号や履歴事項が分からないときは、データの一時保存を活用しましょう。 

 
 ② 入力終了後、必ず確認！ 
      入力終了後、「PDFファイルを出力する」をクリックし、保存。ファイルを開いて内容等を確認してください。 

   特に、志願理由等の欄は、スペースや改行の使用により、全部表示されていないことがあります。 
   そのまま印刷して利用しますので、記入した内容が正しく表示されるかを必ず確認してください。 
 

 ③ 申請画面の送信後、「整理番号」「パスワード」が表示されます。必ず控えて令和９年３月31日まで大切に保管しましょう。 
（茨城県教育庁学校教育部教育改革課に問い合わせてもパスワードは分かりません。） 

 
 

整理番号 

  
 
 

パスワード 

 

  

 
 受験票を印刷しよう。 

 
 

 ① 受験票送付のお知らせ（令和８年９月中旬頃）が来たら、申込みサイトにアクセス 
  「申込内容照会」で確認して受験票をダウンロードして印刷 

※ 整理番号・パスワードを入力する必要があります。 

 
 

試験当日の持参物 

 
 

 

・受験票 
・筆記用具 
・結果通知用封筒（角形２号、140円切手貼付、郵便番号、住所（アパート名等も明記）、氏名、受験校種・職種、受験番号を記入 要項

参照） 
 ・上履き 
・昼食 

   

 

 

    


